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えるぼし認定制度

えるぼし認定企業一覧（女性活躍推進のための取組が優良な企業）

「女性活躍推進法」に基づく認定制度。一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍促
進に関する取組の実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が「えるぼし認定企業」として認定します。

認定の段階は、「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」(※)を満たした数に応じて
「１つ星」から「３つ星」まで３段階あります。

女性活躍推進法特集ページ 検 索

プラチナえるぼし認定制度
えるぼし認定を受けた企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況

が特に優良である企業を、厚生労働大臣が「プラチナえるぼし認定企業」として認定します。

※女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準
１ 採用 ２ 継続就業 ３ 労働時間等の働き方 ４ 管理職比率 ５ 多様なキャリアコース

えるぼし、くるみんについては、それぞれ「女性活躍促進」「子育てサポート」「不妊治療と仕事の両立」
の部分について、雇用管理の改善に取り組む優良企業を認定しています。
「働き方改革」への意識の広がりとともに、複数の制度について認定を受ける企業も増えてきています。

えるぼし・くるみんともに認定を受けている企業（五十音順）


